
NPO法人 位置情報サービス研究機構 
Lisra 設立記念シンポジウム資料 

平 成 ２ ４ 年 １ ２ 月 １ 日 

JIPDEC（一般財団法人日本情報経済社会推進協会） 

電 子 情 報 利 活 用 推 進 部 

次 長  坂 下 哲 也 

s a k a s h i t a - t e t s u y a＠ j i p d e c . o r. j p 

オープンデータとビジネス 
～現状と課題～ 
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測位の高度化や、空間のモデル化の促進によって、様々な社会活動をモニタリングし、分析
できるようになります。これによって、社会の効率化や、新サービス創出の糸口が発見でき
る機会創出につながることが期待されています 

様々な情報を繋ぐ地理空間情報 

画像提供：ｇコンテンツ流通推進協議会 
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これからの技術革新  
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参考）Unmanned Aircraft Systems Roadmap 2005-2030, Depatment of Defense, USA, Aug.5,2005 

スパコンがスマホに入る時代がそこまで迫ってきています。（ムーアの法則：1.5年で
CPUとメモリが２倍に）どんな、LBSが出てくるのでしょうか？ 



オープンデータって？ 
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■オープンデータの意味 

１．法的にオープンである。 
  （オープンライセンスなど） 
  
２．技術的にオープンである 
  
３．独自仕様ではない。  

■オープンデータの経済効果の例 

 デンマークでは、オープンデータの経済効果を定期的に 
測定・公開しており、4500万ドル以上の効果があったとして
いる。 
 
 
参考URL：http://geospatial.blogs.com/geospatial/2012/10/denmarks-
open-data-initiative-estimated-to-save-government-over-45-million-per-
year-and-generate-ret.html 



ＥＵ 英国 米国 

・2003年に公共データ利活用に関
するＥＵ指令を制定。 

・同指令に基づき、各国で公共デー
タ民間利活用の制度を整備。 

・公共データ民間利活用によるＥＵ
域内の経済波及効果を年間１４００
億ユーロと試算。 

（仮にＧＤＰ比から日本円に置き換
えると約５．４兆円の経済波及効果
となる。） 

・2003年のEU指令を受け、2005
年に公共データの再利用に関する規
則を制定。 

・2010年に公共データの著作権処
理を定めたオープンガバメントライ
センスを制定。 

※国は著作権を放棄せず、利用者に
出典明示を課す代わりに商業利用を
含む幅広い利用を認める。 

・オバマ政権発足直後、オープンガ
バメントに関する覚書を大統領が発
表。 

・連邦政府の公共データ利活用の統
一的窓口として、「Data.gov」の
サイトを整備（およそ５万のデータ
が利用可能） 

・政府の著作物は著作権の保護対象
外。 

【事例】 

EU32カ国がセンサーで測定している 

水質情報、大気情報を地図上に表示 

するとともに、市民が５段階でその 

場所の環境を評価した情報を書き込む 

ことができる『EYE ON EARTH』 

などを展開 

【事例】 

・『UK Pharmacy』社は、保健・社会福
祉情報センターが所有する薬局の住所
データを利用し、GPS情報や住所のキー
ワード入力から、最寄りの薬局を検索で
きるサービスを実施 

・バスの現在地を地図上に表示したり、停
留所ごとに次のバスの到着時間を表示す
るサービスである『Next Bus 
London』など個人運営されているサー
ビスが急増 

【事例】 

『The Climate Corporation』社は
National Weather Service（NWS＝国
立気象サービス）がリアルタイムに提供
する地域ごとの気象データや、農務省が
提供する過去60年の2平方マイル単位で
の収穫量や土壌情報（ともに無償で公
表）などを活用して、ビッグデータ解析
により、地域や作物ごとの収穫被害発生
確率に基づいた農業保険を開始し、急成
長（取扱高３兆円となり、過去１年で１
０倍） 
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欧米のオープンデータ戦略 

情報到達コストを圧縮し、サービス創出を促すために、欧米では戦略を策定し、計画的に事業推進さ
れています。 



サービスの創出（海外） 
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公共交通機関データ⇒リアルタイム運行情報サービス 

ロンドン地下鉄リアルタイム運行マップ
(Dracos) 
•ロンドン交通局が提供する運行情報を利用し、
GoogleMap上で、リアルタイムの電車の位
置情報を取得可能に。 （英国国鉄も同様の
サービス有り） 

• EUにおいて官民連携で実施されているOpen 
Data Challengeのコンテストの受賞作品。 

http://traintimes.org.uk/map/tube/ 

http://www.itoworld.com/ 

気象情報を活用した保険ビジネス 

The Climate Corporationは、 National 
Weather Service（NWS＝国立気象サービ
ス）がリアルタイムに提供する地域ごとの気象
データや、農務省が提供する過去60年の2平方
マイル単位での収穫量や土壌情報（ともに無償
で公表）などを活用して、地域や作物ごとの収
穫被害発生確率を独自技術で予測し、保険料を
定める農家及び農作物専門のインターネット保
険会社です。 

http://www.climate.com/ 

ITO World社 
・マネタイズの萌芽 
・電車が止まった時
間から、代替ルート
（所要時間）を提供
等を実施。 

http://traintimes.org.uk/map/tube/


電子行政TFで報告したこと（バラバラな利用規約） 

国や自治体から情報が提供されていますが、「商用利用の御相談に応じます」、「個別に御相談下さい」、記載無しなど、利用規約がバ
ラバラです。また、提供される形式も、統一されていないので、利用するために大変手間（マッシュアップできないなど）がかかってい
ます。 

提供サービス（一部） 規約抜粋（2012年4月段階） 

国土変遷アーカイブ：空中写真閲覧サービス 「国土変遷アーカイブ：空中写真閲覧サービス」にて公開された空中写真デジタル画
像は、閲覧以外の目的で使用することはできません。 

空中写真閲覧サービス 利用の制限 
 閲覧以外の目的で空中写真画像を利用する場合は、下記へ問合せてください。 

県域統合型ＧＩＳポータル（複数事例あり） お問い合わせは、各市町村窓口に連絡して下さい。 
 

土砂災害情報マップ（複数事例あり） （記載無し） 

航空写真検索システム（複数事例あり） 営利目的に使用・複写・加工・配布すること及びこれらに類する行為を禁止します。  

■航空写真の利用規約の例（ 参考URL：http://airphoto.gis.go.jp/aplis/Riyoukyodaku.jsp； 100を超える行政機関の航空写真サイ
トが集められているが、利用規約はいずれもばらばら。 ） 

【参考】 
 欧米では、国や公共機関のデータについて、 
  ①オープンライセンスであること。 
  ②データフォーマットが標準形式で統一 
  されていること。 
  ③利用目的は自由であること。（但し、 
  それを利用した場合の責任は、利用者が 
  負うことも明記） 
など統一されており、利用方法が判りやすく、簡便
になっています。（参考資料参照） 

（事例） 
テラサーバー 
（http://www.terraserver.com/） 

・米国、アラスカの地形図、 
 モノクロ航空写真、 
 カラー航空写真（解像度：
0.25m）などが二次利用可能な 
状態で公開されている。 
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http://airphoto.gis.go.jp/aplis/Riyoukyodaku.jsp


ｇコンテンツ流通推進協議会からの提言 
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公共地図等の利用にあたって、利用規約が無く判断できないケースや、データそのものがデジタル化されていないケースなどが様々な
課題があります。国や行政が所有する情報を利用することで、サービスの高度化などに寄与することは明らかなので、データのカタロ
グ化や、平準的なルールやデータ形式の標準化、品質評価の仕方など検討が必要だと考えています。 

視点 概要 

戦略性 行政情報は営利・非営利を問わず、積極的に利用し、新たな価値を生み出していくべきである、特に、その価
値を最大化するための戦略を以て実施されるべきである。 

迅速性 まず、現状のウェブの情報提供において、機械判読可能であることの原則を示し、個々のデータは元よりサイ
ト全体も機械判読できるような仕組みとすることや、それに即した規約等の改定が必要である。 
 そして、国自身が率先してこうした行政情報の利活用を行い、自治体や関係公共機関と協力しつつ、推進さ
れるべきである。また、その実施にあたっては、個人情報や企業情報の活用、データの標準化、データの対価
の考え方などを指針として整理することも必要である。 

柔軟性 行政情報利活用促進のために著作権処理について明確にする必要がある。パブリックドメインとして利活用を
促すか、または再配布やリミックスなどを考慮した著作権などを検討した上で、標準的な利用条件の下で、
データ利用者が容易に判断できる配慮が必要である。 

官民連携による公共データの戦略的利活用に関する提言（平成２４年２月２７日 gコンテンツ流通推進協議会） 

具体化に向けたアクションアイテムの提案 
（１）データ形式およびその表現方法の標準化 
  または指針・ガイドラインの作成 
（２）データ利用条件の明確化、および標準化 
（３）データの提供元責任および利用者責任の明記 
（４）データ更新条件や修正条件の明確化 

参考URL： http://www.g-contents.jp/sub.php?item1=4&item2=10&page=410&type=1&mode=disp 

W3C（ World Wide Web Consortium ）で
は、2011年から「Government Linked 
Data Working Group」が設置され、2013
年4月を目標に、データ品質のランク付けや、
メタデータの標準化が開始されていますので、
このような動きにも注目する必要がある 
でしょう。 

http://www.g-contents.jp/sub.php?item1=4&item2=10&page=410&type=1&mode=disp
http://www.g-contents.jp/sub.php?item1=4&item2=10&page=410&type=1&mode=disp
http://www.g-contents.jp/sub.php?item1=4&item2=10&page=410&type=1&mode=disp


産業界からの声（サービス利用） 
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当協会が事務局を務める｢ｇコンテンツ流通推進協議会｣は、2月『官民連携による公共データの戦略的利活用に関する提言』を発表しました。この
提言では、｢行政情報は営利・非営利を問わず、積極的に利用し、新たな価値を生み出していくべき｣であること、｢機械判読可能であることの原則｣
の明示や、｢個人情報や企業情報の活用、データの標準化、データの対価の考え方などを指針として整理｣することを求めています。 

利用可能にして 
欲しい情報例 

現状 利用により期待される効
果 

飲食店の開業・廃業 開店前に保健所に｢営業許可申請｣が提出され、工事の際に
消防署に｢防火対象物使用届｣、開店時には個人事業主の場
合は「個人事業の開廃業等の届出書」、企業の場合は「給
与支払事務所等の開設届出書」が税務署に提出される等 

・店舗の開店、廃店のリアル
タイムな反映 
・地域広告配信の実現 他 

路外駐車場の設置 一般公共の用に供する駐車場（不特定多数の人が利用でき
る駐車場）について、設置届や管理規定届を自治体や警察
署等にする（なお、変更、休止、廃止の場合も同様）等 

・車両の進行方向に応じた駐
車場案内 他 

道路工事 道路工事（埋設管等の工事を含む）により、道路が片側通
行又は通行止めとなるなど、消防隊の通行又は消火活動の
支障となるような場合、道路管理者（又は工事請負者）に
よって、「道路工事届出書」が消防署に提出される等 

・渋滞緩和の実現 他 

新しいコンテンツの創出 新しいソリューションの創出 



オープンデータを巡る政府の動き 
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平成24年７月高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部より、『電子行政オープンデータ戦略 』が提示され、
オープンデータの戦略的な推進に期待しています 。 

参考URL： http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/denshigyousei/dai27/gijisidai.html 

【戦略の意義・目的】 
① 透明性・信頼性向上   → 行政の透明性の向上、
行政への国民からの信頼性の向上 
② 国民参加・官民協働推進 → 創意工夫を活かした公
共サービスの迅速かつ効率的な提供、ニーズや価値観の多
様化等への対応 
③ 経済活性化・行政効率化  → 我が国全体の経済活性
化、国・地方公共団体の業務効率化、高度化 

【基本原則】 
① 政府自ら積極的に公共データを公開すること 
② 機械判読可能で二次利用が容易な形式で公開すること 
③ 営利目的、非営利目的を問わず活用を促進すること 
④ 取組可能な公共データから速やかに公開等の具体的な
取組に着手し、成果を確実に蓄積していくこと 

【具体的な施策】 
 １ 公共データ活用の推進 （公共データの活用について、民間と連携し、実証事業等を実施） 《内閣官房、総務省、経済産業省》 

   ①公共データ活用ニーズの把握 ②データ提供方法等の整理 ③民間サービスの開発 
 ２ 公共データ活用のための環境整備 （実証事業等の成果を踏まえつつ、公共データ活用のための環境整備） 《内閣官房、関係府省》 

   ①必要なルール等の整備（著作権の取扱いルール等） ②データカタログの整備 ③データ形式・構造等の標準化の推進等 
   ④提供機関支援等についての検討 
※平成25年度以降、ロードマップに基づき、各種施策の継続、展開 《内閣官房、関係府省》 



政府の取り組みへの期待（DATAMETI構想） 
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地質柱状図 衛星画像 

統計情報 

○機械判読できる品質表示 

○事業所統計については、各個票に
ついて、「法務省法人登記情報」と
リンクできないか 
○地方公共団体コード（総務省）と
リンクできないか 

観測情報 

○独立行政法人や公益企業が収集す
る観測情報（電力など） 

オープン・バイ・ 
デフォルトWeb 

・統一された約款 
・機械可読できる著作権
処理ラベル など 

利用 

・利用成果の公表 
・コンテスト成果の公表
（アルゴリズム、ツール
など） 

コンテスト 

人材育成 
（データ・キャンプによるアグリ

ゲーターの育成など） 

新たな利用者の発
生 

定量評価 
・経済効果 
・効率化 など 



地質図幅類 
電子化 

電子化・ 
メタデータ 
登録 

整理・統合 

■ 保有データの全体像 ■ 公開データ 

■現行の課題 
 ①資源などナショナルセキュリティに関する情報の公開の在り方 
 ②有料頒布中のものが多いので有償・無償頒布の判断は国の方針をもって対応予定 

地質情報の提供の検討状況 
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 ３６ データベース 

 印刷・出版物 
   地質図幅類 
   数値地質図等 

 図書資料 
研究報告など 

その他 

出版文献・ 
標本 

陸域・海域 ～600 GB 
アクセス数 
1200万件/年 
(1:20万地質図) 

国際標準対応 
 
・データ形式 
 
・配信形式 
 
・サーバー 
 環境 
 

～50 GB 
50万件/年 
(地質文献) 

火山 
地震・ 
活断層 

100～ GB 
300万件/年 
(活断層) 

～ 1TB 

利用条件 
 
・インター   
ネット地図配
信は無償 
 
・ファイル   
ダウンロード
は検討中 
(解像度等) 
 
2次利用 
引用明記 
改変は認めな
い 
 
 
 
 
 
 
 

E=MC
2 

地球物理・化学 
 
25万件/年 
(岩石物性) 

地質情報の提供について、36のデータベースを中心に棚卸をしています。 



オープンデータの視点 

12 

行政情報は営利・非営利を問わず、積極的に利用し、新たな価値（サービス、効果、産業など）を生み出していくことが必要です。そのためには、
行政機関・公共関係機関・民間企業と連携し、 個人情報や企業情報の活用、データの標準化、データの対価の考え方などを指針として整理すると
共に、具体的なビジネスケースを創出することが必要ではないかと考えています。 

自治体 

民間事業者 

公共団体 

機械判読可能な形での公開 

事業者情報との融合 

ソーシャル
による情報
の更新など 

車両の進行方向に 
合わせた駐輪場誘導 

狭域空間（屋内外）の
商業利用 

届出情報など 集積情報など 

非常時の情報提供 

サービス利用（高度化、創出、融合） 

◎公開できるデータのカタログ化 
◎ データ形式およびその表現方法の標
準化やツール作成、指針の策定 
◎利用条件（著作権、個人情報の扱い
など）の明確化 など 

◎データ融合による
付加価値の定性的・
定量的評価 
◎利用条件の検証 
など 

◎ビジネス化の検証 
◎ビジネスの継続実
施      など 
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安心安全分野（防災）のカタログ化 

• 避難所情報（名称・住所・収容人数等） 
• 一時滞在施設の情報（名称・住所・収容人数等） 
• AED 
• 災害用井戸一覧 
• 診療所 
• （夜間）救急病院 
• 薬局 
• 警察署 
• 消防署 
• Fire and Ambulance Incident Activity Log （火災と救急車のインシデントアクティビティログ）：Fields include date, 

agency (DF/DA), area of incident (district ID) and response time data 

※下線は「官民連携による公共データの戦略的利活用に関する提言」（gコンテンツ流通推進協議会 平成24年2月27日）にて公開・利用が期待
される情報としてあげられたものである。 

安心安全分野（インフラ整備）のカタログ化 

• 航空写真 
• 街区情報 
• 道路-分離帯 
• 道路-車歩道境界 
• 道路-横断歩道 
• 道路-道路縁 
• 鉄道情報 
• 町字情報 
• 水部-水涯線 
• 構造物-送電線 
• 構造物-高塔 
• 建物形状 

• 交通量 
• 道路工事 
• 冬季閉鎖道路 
• 土地利用現況図（含む敷地現況） 
• 下水道管網図 
• 非可住地分布図 
• ボーリングデータ 
• 未利用地 
 

当協会での取り組み 



新しいサービスの創出（国内） 
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公共施設データ⇒トイレマップ、観光案内など 

http://ja.linkdata.org/ 

・ 各人がオープン
にした成果をコミュ
ニティに対する貢献
として明確に評価し
てあげることで、各
人からより積極的な
貢献を引き出し、科
学の発展を最大化し
ようとする「オープ
ンサイエンス」が推
進されている。 

環境情報を活用したビジネス 

http://www.getc.co.jp/ 

地圏環境テクノロジー社では、地質データ、気象データなどを組み合
わせて、水循環モデルを用いたコンサルテーションを行っている。
（ 計測困難な地下の状態を明らかにし，解析精度を向上することで、
水問題（農業・漁業・土地立地・防災など）に役立てている。（但し、
国内ではデータ公開の課題がある） 



【参考】今後の課題（１） 
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オープンにするだけでは、横断利用が進みません。また、機械可読もできません。次に期待している
のは、そのような事の解決です。 

（オープンにしただけではできないこと） 
 ◎自治体の統廃合という時間軸を考慮した統計データの機械分析 
 ◎同一地点において、時間的・空間的に多様になる表現を、分野横断して 
 データ検索をすること、など 

LODの地名参照典拠として“GeoName”がありますが、
日本語表記もなく、歴史上の地名や俗称について、現時点で
は対応してないことが課題になっている。 

総務省『全国地方自治公共団体コード』をURI化し、
RDFで関係記述できるようになれば、時系列の公式な
地名変遷や、各時代ごとの俗称等との関係技術が可能
になります。 
例）記述例 
   jisx0402.org/131202/2012  
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【参考】今後の課題（２） 

気象情報 地質情報 

衛星画像 河川・港湾・道路 

災害情報 環境情報 

国
・
研
究
機
関 

上水道 施設情報 

道路（県道） 河川・地質 

災害情報 環境情報 

県 

下水道 施設情報 

道路（市町村道） 環境・地質 

観光情報 駐車場・駐輪場 

市
区
町
村 

Open Data 
Exchange 

 
標準形式へ変

換 
統一ルールで

の提供 

広域普通地方公共団体、基礎
的地方公共団体、公共機関
（研究機関など）の所有する
情報を連携する環境 

ITS 
観光 

資源管理 
工事 

【産業界のメリット】 
◎公共データの利用による情報収集・
加工コストの圧縮 
◎サービス高度化への投資促進 
◎新サービス創出（個人のサービス提
供、ちいさな企業未来補助金と連携）
など 
【地域のメリット】 
○街づくり 
○来訪者の増加 
○雇用創出など 

データを利用する場合に、都道府県、市区町村など様々な情報を重畳して利用する環境が必要だと考
えています。 
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LISRAへの期待（１）  

EUは2003年からオープンデータの取り組みを始めていますが、ここ１、２年でやっとビジネス面で萌芽が見えるようになってきてお
り、そこに向けた施策が進み始めました。 

起業支援（1000万
円×5年） 
教育プログラム 

ドイツ連邦政府内務省が、 
５４項目の勧告を実施（法的
な標準化など） 

アイデアソン 
ハッカソン 
コンテスト 

制度や技術開発の要望 

（政府・行政）全体戦略・分野別推進 

ビジネス化 
インキュベーション 

“かたまり”で
声をあげていく
ことが大事 

“気づき”のた
めに必要 



計量標準DB 

データ群 

標準物質ＤB 

規格・規制   情
報DB 

海洋地質図 

知的基盤Gov.jp/ 

コンテンツ基盤 

研究素材の提供（無償） 

解析ができる企業など 

大学、研究機関など 

研究素材の提供（無償、有償） 

解析ツール 統合ツール 

アルゴリズムサンプル 

ツール群 

中小企業など 

素材の提供 
（無償、有償） 

アグリゲーターによる加工 
（例：計量・計測コンサル
タント、地質コンサルタン

ト） 

コンテスト 

充実 

LOD 

他の情報 
との融合 

ナノテク バイオ スマグリ 
イノ
ベー
ション 

1 情報・データの 

集約 

2 コンテンツ作成 
3 利用ツールの開発 

4 ２次利用促進の支援 

知的基盤情報開放・活用事業(H25FY～) 

地質図 

 W
e
b
環
境

A
P

I 

相談 

LOD 

LOD 

LOD 

LOD 

公共データ 

の２次利用 
5 

提供 

電
子
行
政
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
戦
略 

Ｄ
Ａ
Ｔ
Ａ 

Ｍ
Ｅ
Ｔ
Ｉ
構
想 

日本版ＮＩＥＭの整備（行
政情報の共有化） 

 

他のＤＢ等の 
情報・データの利用 

他のＤＢ等の 
情報・データの利用 
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LISRAへの期待（２） 

検討ポイント１ 
２次利用しやすいデータ形式 
（Web標準に合った仕様） 
 

検討ポイント２ 
ユースケースの創出 

検討ポイント３ 
計量標準などへ拡張 



最後に  

•Lisraの活動に期待しています。 
–一緒に声を上げていきましょう！ 

–一緒にみんなが元気になる未来像を描いて
いきましょう！ 



御清聴ありがとうございました。 

（参考URL） 
・ｇコンテンツ流通推進協議会提言 
 http://www.g-contents.jp/ 
 
・電子行政タスクフォース（平成２４年４月２５日開催） 
      http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/denshigyousei/dai23/gijisidai.html 
 
・電子行政オープンデータ戦略 
      http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pdf/120704_siryou2.pdf 
 
・IT融合フォーラム有識者会議 
      http://www.meti.go.jp/press/2012/06/20120618003/20120618003.html 
 
・オープンデータ推進コンソーシアム 
      http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000047.html 
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http://www.meti.go.jp/press/2012/06/20120618003/20120618003.html
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